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Ⅰ 変更事由

１ 主要事業の実施に関する変更について

林内路網の整備を促進し森林整備の推進を図るため、林道の開設及び改良総量を変更する。

２ 国民参加の森林に関する変更について

協定締結により国民参加の森づくりの場とした区域（社会貢献の森）を計画において明ら

かにするため変更する。

Ⅱ 変更事項

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（４）主要事業の実施に関する事項

エ 林道の開設及び改良総量

開 設 改 良

区 分

路線数 延長量（ｍ) 箇所数 延長量（ｍ)

計 １ １，０６３ ３６ ４５０

５ 国民の参加による森林の整備に関する事項

（１）国民参加の森林に関する事項

③ 企業の社会的責任（ＣＳＲ）活動等を目的とした植栽、保育等の森林整備活動等の

フィールドとして「社会貢献の森」を提供する。

注）

・社会貢献の森 :

企業やＮＰＯ等が社会的責任（ＣＳＲ）活動等を目的とした植栽、保育等の

森林整備を森林管理署等との協定締結により行う制度


